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１ 目的 
  新規高等学校卒業者の就職状況は、小樽管内の平成２２年３月卒業予定の

新卒者のうち、１０月末時点の求職者数は４４４人、求人数は４８９人で、

求人倍率は１．１０倍（前年１．８３倍）、内定者数１４６人(前年１６８人)

と例年より一段と厳しい状況にある。 

  このため、新規高卒者の市内企業への就職を高めるための施策として、「小

樽市新規高等学校卒業者雇用奨励金」を創設するもの。 

 

２ 制度の概要 
  市内に住民登録があり、平成２２年３月に道内の高等学校を卒業した人を

雇い入れた事業所に対し、６ヶ月以上の雇用を条件に、一人につき２０万円

を交付。 
対象事業所 
・ 市内の事業所であって雇用保険適用事業所であること。 
・ 市内に本社・本店がある事業所または市内に本社・本店が無いが企業

全体の従業員が１００人以下の事業所 

・ 期限の定めのない常用労働者として雇用すること。 
・ 雇用した日の６ヶ月前から奨励金の交付申請までに、事業所の都合に

より解雇したことがないこと。 
・ 市税の滞納がないこと 

 
３ 予算額(新年度予算) 
   ２０，０００千円 

２００千円×１００人 


